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［事業所概要］ 

 
事業所名 日油株式会社 愛知事業所 
所在地  愛知県知多郡武豊町字北小松谷61－1 
業種   化学工業 
事業内容 火薬類、有機過酸化物・機能性ポ

リマー、機能性フィルム、電材製

品等の製造 
従業員  約６５０名 
 

［化学物質管理の推進］ 

 
弊社では顧客・地域住民・従業員に対す

る安全と健康の確保のため、また、環境の

保全ならびに生態系および資源の保護のた

めに、自主的活動であるレスポンシブル・

ケア（責任ある配慮：ＲＣ）をもって全て

の事業活動を行うことを経営の最も重要な

柱の一つに位置づけ、この活動を当社およ

び関係会社も含めて積極的に展開していま

す。  
こうした考え方にたって、当愛知事業所

における化学物質管理については、原料の

調達から製品の開発・製造・流通・使用を

経て、最終の廃棄に至るまでのライフサイ

クル（図１．）にわたり、きめ細かな対応を

推進してきました。 
 ●「調達」 
   従来より環境への負荷の少ない資材を

優先して調達することを推進してきまし

たが、平成２０年４月に弊社の社内基準

として「グリーン調達基準」が制定され

たことにより、グリーン調達にあたって、

一定の選定基準に基づき、「環境」も考慮

した仕入先および調達品の選定をよりシ

ステム的に行うことができるようになり

ました。 
●「製品開発」 
    開発段階での設計審査、製造移管段階

でのセーフティア・セスメントにおいて、

使用化学物質の危険・有害性を確認する

システムを組み込んでおり、化学物質の

安全性評価を行っています。 
●「製造」 
   ＩＳＯ１４００１のシステムを活用し、

化学物質による事故防止（予防）、化学物

質の大気排出量削減等に取り組んでいま

す。また、労働安全衛生に関して言えば、

平成１９年度より「化学物質リスクアセ

スメント」の構築に取り組み始め、化学

物質のリスク評価を行うことによって、

従業員の健康管理を図っています。 
●「流通・使用」 
   ＧＨＳ対応のＭＳＤＳ、イエローカー

ド（容器イエローカード含む）等、化学

製品が適正に取り扱われるように取扱

者への情報提供を行うと共に、必要に応

じて個別に教育も行っています。 
●「廃棄」 

   製造工程等から発生する不要となっ

た化学物質については、リサイクル処理

を含め産業廃棄物として外部で適正処

理することはもとより、循環型社会を実

現するため、リサイクルを推進するため

の製品開発にも積極的に取り組んでい

ます。 

日油株式会社 愛知事業所 

図１．原料調達から廃棄に至るまでのライフサイクル 
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［化学物質の排出削減］ 

 
化学物質の排出削減について、弊社は平

成４年より日本化学工業協会(JCIA)が自主
的に始めた特定化学物質排出・移動登録

(PRTR)の調査に参加し、調査対象物質の排
出量・移動量を JCIA に報告すると共に、
各種の法規制を受けている化学物質につい

ては、その取扱の中止、代替物質への変更、

あるいは取扱量の削減等に努めてきました。 
その後、平成１５年には特定化学物質の

環境への排出量の把握等及び管理の改善の

促進に関する法律(以下、PRTR 法)の施行
を受けて、全社ＲＣ環境目標の中期の重点

課題として、PRTR 法対象物質の排出量削
減を定め、平成１６年度からはより具体的

な削減の取り組みを開始し現在に至ってお

ります。 
 
１．愛知事業所削減目標 

  愛知事業所として「平成１４年度を基準

として、平成２２年度までにＰＲＴＲ対象

物質の環境排出量を７５％削減する」を目

標に削減活動を進めてきました。なお、平

成２０年１１月に公布された改正政令に  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基づき、平成２２年度より新規対象物質に

変更となるため、当愛知事業所の削減目標

についても見直しを実施する予定です。 
 
２．処理装置による排出量削減取組事例 

  愛知事業所の各製造工程で使用される化

学物質の一部は、工程排出水として廃水処

理場に送られ、活性汚泥処理後、処理水は

公共用水に放流されております（図２．）。

従来、廃水処理場の曝気等により揮発した

化学物質は既存の排ガス処理装置で除去後、

大気へ排出されていましたが、その除去率

が十分なものではなかったため、結果とし

て工場外から臭気に対する苦情が寄せられ

ることもありました。 
  そこで、平成１５年７月に蓄熱材により

省エネを図りつつ、高温燃焼により難分解

性成分も分解可能な蓄熱式燃焼設備（写真

１．）を設置し、廃水処理場からの化学物質

の排出量を大幅に削減することができ、愛

知事業所全体のＰＲＴＲ対象物質環境排出

量は、平成１４年度の２０ｔから平成１５

年度は１０．８ｔとほぼ半減させることが

できました。また、本設備稼働後、臭気問

題も改善され、臭気に対する苦情も無くな 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２．廃水処理場における処理の流れ 
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りました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真１．蓄熱式燃焼設備の外観 

 
【処理装置による排出削減取組まとめ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
３．原材料等の転換による使用量削減取組事例 
  愛知事業所では処理装置等による排出量

削減の取り組みと共に、原材料等の転換に

よりＰＲＴＲ対象物質の使用量削減にも取

り組んで来ました。平成１６年度の届出物

質は２３物質でしたが、平成１６年度より

代替化の検討を推進することにより、３物

質について製造での原材料としての使用を

廃止又は削減し、さらに１物質については

その廃止の目途がついたことにより、平成

１９年度のＰＲＴＲ法届出物質を１９物質

に減らすことが出来ました。 
 
４．ＰＲＴＲ対象物質環境排出量の推移 
 平成１４年度のＰＲＴＲ対象物質の環境

排出量は２０ｔでしたが、ここで紹介した

取り組みに加え、管理・運用の改善等も実

施することにより、平成１９年度の環境排

出量を８ｔへ、削減率で６０％の削減を達

成しました。 

図３．ＰＲＴＲ環境排出量および届出数の推移 
 

５．今後の展望 
  ＰＲＴＲ対象物質の改正により、当愛知

事業所においても対象物質の追加があり、

削減目標も含めて見直しが必要となります。

従って、平成２１年度は新たに追加となる

対象物質の取扱状況を確認すると共に、環

境排出量算定のための算出根拠について事

前に十分な準備を行うこととします。 
  そして、さらに新たな削減目標を設定し

継続的な排出量削減に取り組んで行きます。 
  なお、ＰＲＴＲ物質の環境排出量削減の

ため、原材料等の転換についても継続して

取り組んでいきますが、「有害」とされる物

質を「法規制されていない安全性未評価の

物質に単純に置き替える」ことには慎重に

対応していきます。置き替えによって本当

に環境負荷を低減できるか否かを、十分に

検討することが必要であると考えるからで

す。そのための評価基準・システム構築は

簡単なことではありませんが、長期的な視

野にたって積極的な取組みを継続していき

ます。 
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